
告 示

�愛媛県告示第１１３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１０月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグコスモス丹原店

西条市丹原町願連寺２２３－１

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２７年５月２６日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，６９９．１９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５９台

イ 駐輪場の収容台数

２０台

ウ 荷さばき施設の面積

２７平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

９立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２６年９月２５日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等………………………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…８７４
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○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…８７５

○ 保安林の指定施業要件の変更予定……………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…８７５

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…８７５

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…８７６

○ 道路の区域変更（県道宿毛津島線）…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…８７６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…８７６
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○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………………………………………………………………………（男女参画・県民協働課）…８７６
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愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１１４１号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２６年１０月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

東温市 北方の一部 平成２３年度から
平成２４年度まで

東温市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２６年１０月１０日

�������
�愛媛県告示第１１４２号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２６年１０月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和４８年３月２４日農林省告示第６１１号

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１４３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２６年１０月１０日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２６年９月２９日

３ 指定道路の位置

四国中央市川之江町字枯木２２８３番

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ９９．０８メートル

� 幅員 ６．００メートル

�愛媛県告示第１１４０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１０月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

セブンスター重信店 東温市志津川１７１番
地 外 駐輪場の位置 ２箇所 ３箇所 平成２６年

１１月１日
平成２６年
９月３０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２６年１０月１０日 第２６１３号

８７５
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公 告
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�公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の規定に

より、平成２６年度准看護師試験を次のとおり施行する。

平成２６年１０月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第２別館６階大会議室

�愛媛県告示第１１４４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年１０月１０日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１１４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１０月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１０月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年１０月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２６中局建（開）第２５号

平成２６年１０月１日
伊予郡松前町大字徳丸字恵美子６８６番１

伊予郡松前町大字徳丸６７４番地

� 木 啓 生

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線 宇和島市津島町高田甲２１３４番２

旧 １７．５～２１．７ ０．０３８

新 １９．５～２４．８ ０．０４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線 宇和島市津島町高田甲２１３４番２ 平成２６年１０月１０日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年９月１９日 特定非営利活動法人
フェロージョブステーション 三 好 大 助 愛媛県松山市西一万町１０番地２ この法人は、障がいを持つ人々が精神的・経済

的に自立して、生き甲斐、働き甲斐を感じなが
ら社会参加・就労できるようになるために、今
後ますます発展を遂げるコンピュータやその領
域の知識や技術を利用した仕事の開拓・研修・
実習・実務に関する業務を行い、障がい者の社
会参画と自立に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２６年１０月１０日 第２６１３号

８７６



２ 試験の日時

平成２７年２月１３日（金）１３時００分

３ 試験願書の提出期間

平成２７年１月５日（月）から１月９日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０－８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部管理局医療対策課

平成２６年１０月１０日 発行

愛 媛 県 報平成２６年１０月１０日 第２６１３号

８７７


